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農林水産委員会会議記録 

 

                   農林水産委員会委員長  千葉 盛 

 

１ 日時 

  令和７年３月 25 日（火曜日） 

  午後１時 32 分開会、午後１時 36 分散会 

２ 場所 

  第２委員会室 

３ 出席委員 

 千葉盛委員長、大久保隆規副委員長、佐々木順一委員、菅野ひろのり委員、 

 佐々木茂光委員、松本雄士委員、菅原亮太委員、髙橋但馬委員、村上貢一委員、 

 高田一郎委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  佐々木担当書記、及川担当書記、安達併任書記、成松併任書記、平嶋併任書記 

６ 説明のため出席した者 

  佐藤農林水産部長、工藤技監兼林務担当技監、村上副部長兼農林水産企画室長、 

  今泉農村整備担当技監兼農村計画課総括課長、森山水産担当技監、 

坂田農林水産企画室企画課長、尾形農林水産企画室管理課長、 

金野団体指導課総括課長、東梅農村建設課総括課長、砂子田森林整備課総括課長、 

  小川森林整備課整備課長、工藤漁港漁村課総括課長 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

  議案の審査 

  議案第 105 号 令和６年度岩手県一般会計補正予算（第 13 号）  

          第１条第２項第１表中  

           歳出 第６款 農林水産業費  

          第２条第２表中  

           第６款 農林水産業費  

          第３条第３表中  

           ２変更中 １及び２ 

９ 議事の内容 

○千葉盛委員長 ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 
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 これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により会

議を行います。 

 議案第 105 号令和６年度岩手県一般会計補正予算（第 13号）、第１条第２項第１表歳入

歳出予算補正中、歳出第６款農林水産業費、第２条第２表繰越明許費補正中、第６款農林

水産業費、第３条第３表債務負担行為補正中、２変更中１及び２を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○村上副部長兼農林水産企画室長 議案第 105 号令和６年度岩手県一般会計補正予算（第

13 号）のうち、農林水産部関係の予算について御説明申し上げます。 

 今回の補正予算案は、大船渡市林野火災の発生に伴い、海岸保全施設の維持管理や森林

の被害調査の実施に伴い、所要の補正を行おうとするものであります。 

 議案（その５）の７ページをごらん願います。第１表歳入歳出予算補正の歳出の表中、

６款農林水産業費の補正予算額 1,200 万円の増額補正であります。補正予算の内容につき

ましては、予算に関する説明書により御説明申し上げます。なお、金額の読み上げは省略

させていただきます。 

 予算に関する説明書の 14 ページをお開き願います。６款農林水産業費、３項農地費、３

目農地防災事業費の説明欄、海岸保全施設管理費は、農地海岸の水門、陸閘の閉鎖機能を

確保するための応急対応に要する経費について措置しようとするものであります。 

15 ページに参りまして、４項林業費、２目林業振興指導費の説明欄、林野火災森林被害

調査費は、森林被害調査を速やかに行うための衛生画像データの整備に要する経費につい

て措置しようとするものであります。 

 16 ページに参りまして、５項水産業費、９目漁港管理費の説明欄、管理運営費は漁港海

岸の水門、陸閘の閉鎖機能を確保するための応急対応に要する経費について措置しようと

するものであります。  

 次に、繰越明許費について御説明申し上げます。議案（その５）にお戻りいただきまし

て、９ページをお開き願います。第２表繰越明許費補正の追加の表中、当部の所管は、６

款農林水産業費の２事業、900 万円であり、翌年度に繰り越ししようとするものでありま

す。これは計画調整に不測の日数を要したため、年度内完了が困難になったことによるも

のであります。 

 次に、債務負担行為について御説明申し上げます。12 ページをお開き願います。第３表

債務負担行為補正の２変更の表中、当部の所管は、事項欄１の農業近代化資金の融通に伴

う利子補給と２の漁業近代化資金の融通に伴う利子補給の２件であり、いずれも融資総額

の限度額を変更しようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○千葉盛委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○千葉盛委員長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○千葉盛委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○千葉盛委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案を可とすることに決定いたしました。 

 以上をもって付託案件の審査を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。 

 

 


